
48

第2章　犯罪被害者等のための具体的施策と進捗状況

市の見舞金制度は，海外での犯罪被害者等を
対象としたものである。そのほか，明石市に
おいて，犯罪被害者等から，加害者に対する
損害賠償請求権の譲渡を受けることを条件と
して，立替支援金（上限300万円）を支給す
る制度が導入された（平成26年4月1日施
行）。

⑸　生活保護制度における犯罪被害者等
給付金の収入認定除外についての検討

【施策番号16】
厚生労働省において，生活保護受給者が犯
罪被害者等給付金を受給した場合，自立更生
のために当てられる額については収入認定し
ないこととしているほか，地方自治体から聴
取した意見を踏まえ，犯罪被害者特有の特別
な事情が認められれば，裁判やカウンセリン
グに係る費用などは，収入認定から除外する
ことが可能であることを地方自治体に通知。

⑹　性犯罪被害者の医療費の負担軽減
【施策番号17】

警察庁における性犯罪被害者の医療費の負
担軽減に関する取組は，P30【相談先整理番
号53】参照（性犯罪被害者に対する緊急避妊
などに要する経費（国庫補助金）：25年度71
百万円，26年度73百万円）。
今後も，警察庁において引き続き予算措置
を講じ，できる限り全国同水準の支援がなさ

れるよう，都道府県警察に対して支援内容の
充実を図るよう指導していくとともに，性犯
罪被害に伴う精神疾患についても犯給制度の
対象になることの周知も含め，本制度の適切
な運用について指導していく。
また，性犯罪被害以外の身体犯被害に関す
る取組は，P30【相談先整理番号53】参照
（身体犯被害者の刑事手続における負担の軽
減に要する経費（国庫補助金）：25年度40百
万円，26年度45百万円）

○　海上保安庁における取組は，P30【相談
先整理番号53】参照

⑺　司法解剖後の遺体搬送費等に対する
措置

【施策番号18】
都道府県警察において，司法解剖後の遺体

を遺族宅等まで搬送する費用や解剖による切
開痕などを目立たないよう修復するための費
用を公費により負担し，遺族の経済的，精神
的負担の軽減を図っている（司法解剖後の遺
体搬送費及び遺体修復に要する経費（国庫補
助金）：25年度102百万円，26年度116百万円）。

○　海上保安庁においても，司法解剖後の遺
体を遺族宅まで搬送する費用や解剖による
切開痕などを目立たないよう修復するため
の費用を公費により一部負担している。
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海上保安庁へのお問い合わせ先海上保安庁へのお問い合わせ先

お　願　いお　願　い

　海上で犯罪が発生した場合は、犯罪捜
査機関として適切な捜査を行うととも
に、被害を受けた方々の保護・支援のた
めの各種取組を実施しています。
　
　事件発生直後から、犯罪の被害を受け
た方々のための支援を、各海上保安部署
の犯罪被害者等支援主任者が中心となっ
て実施いたしますので、直接ご相談下さ
い。

海上保安庁
〒100－8976
東京都千代田区
霞が関2－1－3
☎03－3591－6361

第一管区
海上保安本部
〒047－8560
北海道小樽市港町5－2
☎0134－27－0118

第二管区
海上保安本部
〒985－8507
宮城県塩釜市
貞山通3－4－1
☎022－363－0111

第三管区
海上保安本部
〒231－8818
神奈川県横浜市
中区北仲通5－57
☎045－211－1118

第四管区
海上保安本部
〒455－8528
愛知県名古屋市
港区入船2－3－12
☎052－661－1611

第五管区
海上保安本部
〒650－8551
兵庫県神戸市
中央区波止場町1－1
☎078－391－6551

第八管区
海上保安本部
〒624－8686
京都府舞鶴市
字下福井901
☎0773－76－4100

第七管区
海上保安本部
〒801－8507
福岡県北九州市
門司区西海岸
1－3－10
☎093－321－2931

第九管区
海上保安本部
〒950－8543
新潟県新潟市
中央区美咲町1－2－1
☎025－285－0118

第十管区
海上保安本部
〒890－8510
鹿児島県鹿児島市
東郡元町4－1
☎099－250－9800

第十一管区
海上保安本部
〒900－8547
沖縄県那覇市
港町2－11－1
☎098－867－0118

第六管区
海上保安本部
〒734－8560
広島県広島市南区
宇品海岸3－10－17
☎082－251－5111

　被害者やそのご家族の方には、犯人の
逮捕など捜査上の必要性から
　・事情聴取
　・証拠品の提出
　・現場検証への立会い
に応じていただくなどのご負担をおかけ
することがありますが、事件解決のため
ご協力をお願いします。
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解剖遺体の搬送・修復費の
公費負担制度

捜査の過程における配慮

犯罪被害者等支援制度

診断書等の公費負担制度

事情聴取における配慮

　犯罪被害者等支援主任者を各海上保安
部署に配置し、事件発生直後から次のよ
うな活動をしています。
　・犯罪被害者及びその家族への付き添い
　・支援制度の説明　など

　犯罪被害者の被害に係る診断書料や、
捜査上の要請から行う事情聴取のために
犯罪被害者及びその家族が出頭する場合
の旅費を公費により負担することで、刑
事手続きにおける経済的負担の軽減に努
めています。
※詳細は、事件取扱い海上保安部署にお
問い合わせ下さい。

　犯罪被害者及びその家族からの事情聴
取に当たっては、プライバシーの保護、
身体の安全確保、精神的負担の緩和に配
慮しています。
　また、性犯罪による女性被害者に対し
ては、女性海上保安官による事情聴取を
行うなど、精神的負担の緩和に努めてい
ます。

　捜査の状況、被疑者の逮捕や検察庁へ
の送致状況などを、捜査上支障のない範
囲内で事件担当捜査員が犯罪被害者及び
その家族に連絡します。

　司法解剖後の犯罪被害者の遺体につい
ては、遺族の新たな経済的・精神的負担
を軽減するため、遺体搬送や解剖後の遺
体修復のための費用を一部公費により負
担しています。
※対象遺体によっては一部支給できない
場合がありますので、事件取扱い海上
保安部署にお問い合わせ下さい。

　全国の「被害者支援連絡協議会」へ参
画するなど、犯罪被害者及びその家族の
方々への支援に関する情報を共有すると
ともに、警察、検察庁、民間被害者支援団
体などとの連携・協力を行っています。

　海上保安庁における犯罪被害者等支援
制度、警察、検察庁などの支援制度、民
間被害者支援団体における支援への取組
みをリーフレット、ホームページで紹介
しています。

海上保安庁ホームページアドレス
http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/

hanzaihigai/index.htm

警察庁ホームページアドレス
http://www.npa.go.jp/higaisya/home.htm

法務省ホームページアドレス
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11.html

日本司法支援センター（法テラス）
ホームページアドレス
http://www.houterasu.or.jp/
higaishashien/index.html

　犯罪被害者等支援に係る具体的な内容
につきましては、最寄りの海上保安部署
にお問い合わせ下さい。

【最寄りの海上保安部署】
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